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国分寺市生きがいセンターさわやかの管理に関する協定書（案） 

 

国分寺市（以下「甲」という。）と特定非営利活動法人あおぞら（以下「乙」という。）とは，国

分寺市生きがいセンター設置条例（平成18年条例第18号。以下「施設条例」という。）により設置

された国分寺市生きがいセンターさわやか（以下「本施設」という。）の管理運営について，国分

寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年条例第31号。以下「手続条例」

という。）第７条（協定の締結）の規定に基づき，次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締

結する。 

     

第１章 総 則 

 

 （趣旨） 

第１条 本協定は，甲と乙が相互に協力し，本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項

を定めるものとする。 

 

 （指定管理者の指定の意義） 

第２条 甲及び乙は，本施設の管理に関し，甲が指定管理者の指定を行うことの意義が民間事業

者たる乙の能力を活用しつつ本施設の利用者の利便を向上させ，もって高齢者福祉及び地域福

祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。 

 

 （公共性の尊重） 

第３条 乙は，本施設の設置目的，指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う管理業務（以

下「本業務」という。）の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し，その趣旨を尊重す

るものとする。 

２ 甲は，本業務が民間事業者等によって実施されることを十分に理解し，対等な立場に立って

その趣旨を尊重するものとする。 

 

 （法令等の遵守等） 

第４条 甲及び乙は，法令及び条例を遵守するとともに，互いに協力し信義を重んじ，本協定を

誠実に履行しなければならない。 

２ 乙は，国分寺市政治倫理条例（平成13年条例第52号）第27条（市が行う契約等に関する遵守

事項）に規定する法人等に該当する場合にあっては，同条に規定する事項を遵守するものとす

る。 

３ 乙は，国分寺市行政手続条例（平成７年条例第29号）の定めるところに従い，本業務の実施

に当たり，行政運営における公正性及び透明性の確保に努めなければならない。 

４ 甲及び乙は，国分寺市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例（平成19年条例第20号）

第５条（事業者等の責務）に定めるところに従い，公益通報に適切に対処しなければならない。 
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 （用語の定義） 

第５条 本協定で用いる用語の定義は，別紙１のとおりとする。 

 

 （管理物件） 

第６条 本業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は，管理施設と管理物品からなる。 

この場合において，管理施設及び管理物品の内容は，別紙２のとおりとする。 

２ 乙は，善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。 

３ 乙は，管理物件を施設の設置目的以外の目的で使用してはならない。ただし，甲の許可を得

たときは，この限りでない。 

 

 （指定期間） 

第７条 乙に本業務を行わせる期間（以下「指定期間」という。）は，令和５年４月１日から令和

10年３月31日までとする。 

２ 本業務に係る会計年度は，毎年４月１日から翌年３月31日までとする。 

 

第２章 本業務の範囲と実施条件 

 

 （本業務の範囲） 

第８条 甲は，施設条例第13条（指定管理者による管理）の規定に基づき，次に掲げる業務を乙

に行わせる。 

(1) 本施設の利用登録及び使用承認等に関すること。 

(2) 使用承認の変更及び取消しに関すること。 

(3) 施設の使用に伴う使用者への便宜の寄与に関すること。 

(4) 施設，設備及び物品等の維持管理及び安全に関すること。 

(5) 施設の簡易修繕に関する業務に関すること。 

(6) 施設条例第３条（事業）第１項各号に規定する事業の企画・運営に関すること。  

(7) 施設の管理運営に関して，市長が必要と認めること。       

２ 前項各号に掲げる業務の細目は，仕様書に定めるとおりとする。 

 

（自家用電気工作物の保安業務に関する業務区分） 

第９条 甲は，自家用電気工作物の保安業務が発生する場合においては，乙をみなし設置者とす

る。 

２ 乙は，電気事業法（昭和39年法律第170号）及び電気関係報告規則（昭和40年通商産業省令第

54号）に定める維持義務，保安規程の届出，電気主任技術者の選任，外部委託関係等に関する

業務について行うものとする。 

 

（業務実施条件） 

第10条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は，仕様書に示すとおり

とする。 
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 （業務範囲及び業務実施条件の変更） 

第11条 甲又は乙は，必要と認める場合は，相手方に対する通知をもって第８条で定めた本業務

の範囲及び前条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。 

２ 甲又は乙は，前項の通知を受けた場合は，協議に応じなければならない。 

３ 業務範囲又は業務実施条件の変更，それに伴う指定管理費の変更等については，前項の協議

において決定するものとする。 

 

第３章 本業務の実施 

 

 （本業務の実施） 

第12条 乙は，本協定，条例及び関係法令のほか，申請要項等並びに本施設の指定管理者の申請

に当たり乙が提出した事業計画及び企画提案書（以下「提案書」という。）に従って本業務を実

施するものとする。 

２ 本業務の実施に当たり，前項に規定する書類等に矛盾又は齟齬が生じたときは，本協定，申

請要項等，提案書の順にその解釈が優先されるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，提案書で申請要項等を上回る水準の提案がされている場合は，当

該提案書の示された水準によるものとする。 

 

（指定開始日以前の準備） 

第13条 新たに指定を受け運営を行う場合は, 乙は, 指定開始日に先立ち, 本業務の実施に必要 

な資格者及び人材を確保し，必要な研修等を行わなければならない。 

２ 乙は, 必要と認める場合には, 指定開始日に先立ち, 甲に対して管理施設の視察を申し出る 

ことができるものとする。 

３ 甲は, 乙から前項の申出を受けた場合は, 合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じ 

なければならない。 

４ 従前の指定管理者がその指定期間満了後, 改めて指定を受け運営を行う場合は, 指定開始日 

に先立ち, 乙は, 甲からの指導等を踏まえ継続した事業の実施に向けた準備を進めなければな 

らない。特に新たな事業を実施する場合は, 必要な資格者及び人材を確保し，必要な研修等を 

行わなければならない。 

 

 （第三者への委託又は請負） 

第14条 乙は，事前に甲の承諾を受けた場合を除いて，本業務の全部又は一部を第三者に委託し，

又は請け負わせてはならない。 

２ 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は，全て乙の責任及び費用において行うものと

し，本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用

については，全て乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして，乙が負

担するものとする。 
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（権利又は義務の譲渡等） 

第15条 乙は，本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は継承させてはならな

い。ただし，事前に甲の承諾を受けた場合は，この限りでない。 

２ 乙は，本協定によって生ずる権利又は義務を相続，合併又は分割により相続人等に承継させ

る場合は，事前に甲と協議をするものとする。 

 

 （管理施設の修繕等） 

第16条 管理施設の修繕，改造，増築又は移設については，甲が自己の費用と責任において実施

するものとする。 

２ 管理施設の修繕等のうち軽微なもの（１件当たり10,000円未満）については，あらかじめ甲

の承認を得た上で乙の費用と責任において実施するものとし，乙は，その結果を速やかに甲に

報告するものとする。 

 

（施設の安全対策） 

第17条 乙は，本施設，設備及び物品の保全に関する業務並びに防災業務の遂行に万全を図らな

ければならない。 

 

 （緊急時の対応） 

第18条 指定期間中，本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合，乙は，

速やかに必要な措置を講じるとともに，甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しな

ければならない。また，緊急災害時において乙は，国分寺市地域防災計画に基づき，甲と協力

して活動するものとする。 

２ 事故等が発生した場合，乙は，甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。 

 

 （情報管理） 

第19条 乙又は本業務の全部又は一部に従事する者は，本業務の実施によって知り得た秘密及び

甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし，又は他の目的に使用してはな

らない。指定期間が満了し，又は指定を取り消された後においても同様とする。 

２ 乙は，個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び国分寺市個人情報保護条例

（平成11年条例第34号）の規定を遵守し，本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩，滅

失，毀損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければな

らない。 

３ 乙は，本業務に従事している者又は従事していた者が秘密等を漏らし，又は自己の利益のた

めに使用しないよう必要な措置を講じなければならない。 

４ 乙は，本業務を行うに当たり，電子計算機を用いて情報を処理するときは，必要に応じ，次

の各号に掲げるセキュリティ対策を実施しなければならない。 

(1) 乙は，本業務に従事する者に対し，情報の盗用，改ざん，滅失，毀損，漏洩，無断持出しそ

の他不適正な取扱いが行われないよう，情報セキュリティに関する指導監督を行わなければな

らない。 
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(2) 乙は，情報処理を行う施設（本施設及び事業所等）や装置（電子計算機等）に対し，外部か

らの侵入により市の情報が盗用，改ざん，滅失，毀損，漏洩その他不適正な取扱いが行われな

いよう，情報セキュリティ対策を講じなければならない。 

(3) 乙は，本業務に係る情報を処理，保管，搬送する場合は，それぞれに必要な機密対策を講じ，

情報の盗難，散逸，滅失，紛失その他不適正な取扱いが行われないよう，適正に運用しなけれ

ばならない。 

(4) 乙は，本業務に係る情報を取扱う情報システムの運用において，情報の漏洩，不正アクセス

その他不適正な処理が行われないよう，不正アクセス対策及びコンピュータウィルス対策等を

講じなければならない。 

 

（情報公開） 

第20条 乙は，国分寺市情報公開条例（平成11年条例第33号）の規定に従い，本業務に関して保

有する情報の公開に関し，必要な措置を講ずるものとする。 

２ 乙は，甲に，施設の管理運営について情報公開請求がなされたときは，これに協力しなけれ

ばならない。 

  

（文書の管理及び保存） 

第21条 乙は，本業務の実施に当たり作成し，又は取得した文書（図面及び電磁的記録を含む。）

については，適正に管理し，及び保存しなければならない。 

 

（利用者の苦情対応） 

第22条 乙は，苦情に対する体制を整備するとともに，苦情等が発生した場合は，仕様書に定め

る内容に基づき誠意を持って対応しなければならない。 

２ 甲は，苦情等を把握するとともに，その内容について乙と連携し解決を図らなければならな

い。 

 

第４章 備品等の扱い 

 

 （甲による備品等の貸与） 

第23条 甲は，別紙２に示す備品等を無償で乙に貸与する。 

２ 乙は，指定期間中，備品等を常に良好な状態に保つものとする。 

３ 貸与備品等が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合，甲は，

乙との協議により，必要に応じて甲の費用で当該貸与備品等に代わる備品等を購入又は調達す

るものとする。 

４ 乙は，故意又は過失により備品等を滅失又は毀損したときは，甲との協議により，必要に応

じて甲に対しこれを弁償し，自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入し，

又は調達しなければならない。 

 

第５章 業務実施に係る甲の確認事項 
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 （事業計画書） 

第24条 乙は，あらかじめ次に掲げる内容を記載した年度別事業計画書を作成し，毎年度甲が指

定する期日までに提出し，甲の確認を得なければならない。 

(1) 管理業務等の体制及び実施計画（管理業務及び自主事業） 

(2) 予算に係る計画 

(3) 従事者育成に係る研修計画 

(4) 利用者意見及び自己評価に係る計画（利用者アンケート調査，事業実施状況自己評価） 

(5) 苦情対応に係る方針 

(6) その他管理等に係る必要な計画（施設の特性に応じた具体的なサービス水準等） 

２ 甲は，前項の規定により提出された事業計画書について，必要があると認めるときは，乙に

対してその変更を指示することができる。 

３ 乙は，甲の承諾を得なければ，第１項の規定により甲に提出した事業計画書を変更すること

ができない。 

 

（経営状況） 

第25条 乙は，本業務を安定して行う経営基盤を有していることを明らかにするため，次条の事

業報告書の提出と合わせて，次に掲げる書類を甲に提出しなければならない。 

 (1) 決算書（貸借対照表，損益計算書等） 

 (2) その他甲が必要と認める書類 

 

 （事業報告書） 

第26条 乙は，毎年度終了後 60日以内に，本業務に関し，次の各号に示す事項を記載した事業報

告書を提出しなければならない。 

(1) 管理業務等の体制及び実施状況（管理業務及び自主事業） 

(2) 決算状況等及び施設の利用実績 

     （決算収支状況，公の施設の利用実績(利用者数，利用不承認等の件数・その理由)） 

(3) 従事者育成に係る研修実施状況 

(4) 利用者意見及び自己評価（利用者アンケート調査結果，事業実施状況自己評価） 

(5) 苦情対応に係る記録 

(6) 事業計画書に掲載した計画の実施状況 

(7) その他管理の実態を把握するために必要な事項 

２ 乙は，甲が第41条から第43条までの規定に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者

の指定を取り消した場合は，指定が取り消された日の翌日から60日以内に当該年度の当該指定

が取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

 

 （甲による業務実施状況の確認） 

第27条 甲は，乙が提出した第24条の事業計画書及び前条の事業報告書に基づき，乙が行う業務
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の実施状況及び施設の管理状況の確認を随時行うものとする。 

２ 甲は，前項における確認のほか，乙による業務実施状況等を確認することを目的として，随

時，管理施設へ立ち入ることができる。また，甲は，乙に対して本業務の実施状況，本業務に

係る管理経費等の収支状況等について文書又は口頭による説明を求めることができる。 

３ 乙は，甲から前項の申出を受けた場合は，合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じ

なければならない。 

 

 （甲による業務の改善勧告） 

第28条 前条の確認の結果，乙による業務実施が仕様書等，甲が示した条件を満たしていないと

認められるときは，甲は，乙に対して必要な指示を行い，又は業務の改善を勧告するものとす

る。 

２ 乙は，前項の指示又は改善勧告を受けた場合は，速やかにそれに応じなければならない。 

 

第６章 指定管理費等 

 

 （指定管理費の支払い） 

第29条 甲は，本業務実施の対価として，乙に対して令和５年度金24,351,000円，令和６年度金

24,351,000円，令和７年度金24,351,000円，令和８年度金24,351,000円，令和９年度24,871,000

円（消費税及び地方消費税を含む。）を支払うものとする。 

２ 甲が乙に対して支払う指定管理費は，年度を３期に分け，第１回支払い分（４月～７月分）

を４月に支払い，第２回支払い分（８月～11月分）を８月に支払い，第３回支払い分（12月～３

月分）を12月に支払うものとする。各期の支払い額は，各年度の指定管理費の総額を均等に３分

割し，端数は第１回支払い分で調整するものとする。 

３ 乙は，各期の指定管理費の支払いに関する請求書を当該期の最初の月の初日から起算して 14

日以内に甲に対して送付するものとする。甲は，当該請求書を受領してから 30日以内に乙に対

して指定管理費を支払うものとする。 

 

 （指定管理費の変更） 

第30条 甲又は乙は，指定期間中に賃金水準又は物価水準の変動により当初合意された指定管理

費が不適当となったと認めるときは，相手方に対して通知をもって指定管理費の変更を申し出

ることができるものとする。 

２ 甲又は乙は，前項の申出を受けた場合は，協議に応じなければならない。 

３ 変更の要否，変更金額等については，前項の協議により決定するものとする。 

 

 （保険料，消耗品代等の取扱い） 

第31条 第８条第１項第６号に定める事業に係る保険料，消耗品代等は実費弁償とし，乙は，直

接参加者から徴収することができるものとする。ただし，その額については，甲と協議の上決

定するものとする。 
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第７章 損害賠償及び不可抗力 

 

（損害賠償等） 

第32条 乙は，故意又は過失により管理物件を滅失又は毀損したときは，それによって生じた損

害を甲に賠償しなければならない。ただし，甲が特別の事情があると認めるときは，甲は，そ

の全部又は一部を免除することができるものとする。 

 

（第三者への賠償） 

第33条 本業務の実施において，乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合，乙は，そ

の損害を賠償しなければならない。ただし，その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方

の責めに帰すことができない事由による場合は，その限りでない。 

２ 甲は，乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合，

乙に対して，賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 

 

 （保険） 

第34条 本業務の実施に当たり，甲が付保しなければならない保険は，別紙３のとおりとする。 

２ 本業務の実施に当たり，乙が付保しなければならない保険は，次のとおりとする。 

(1) 施設賠償責任保険 

(2) 盗難保険 

(3) その他乙が必要と認める保険 

 

（不可抗力発生時の対応） 

第35条 不可抗力が発生した場合，乙は，不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置を

とり，不可抗力により発生する損害，損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければな

らない。 

 

（不可抗力によって発生した費用等の負担） 

第36条 不可抗力の発生に起因して乙に損害，損失及び増加費用が発生した場合，乙は，その内

容及び程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。 

２ 甲は，前項の通知を受け取った場合，損害状況の確認を行った上で乙との協議を行い，不可

抗力の判定，費用負担等を決定するものとする。 

３ 不可抗力の発生に起因して乙に損害，損失及び増加費用が発生した場合，当該費用について

は，合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお，乙が付保した保険によりてん

補された金額相当分については，甲の負担に含まないものとする。 

４ 不可抗力の発生に起因して甲に損害，損失及び増加費用が発生した場合，当該費用について

は，甲が負担するものとする。 

 

（不可抗力による一部の業務実施の免除） 

第37条 前条第２項の協議の結果，不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなった
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と認められた場合，乙は，不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免

れるものとする。 

２ 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合，甲は，乙との協議の上，乙が当該

業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理費から減額することができるもの

とする。 

 

第８章 指定期間の満了 

 

（業務の引継ぎ等） 

第38条 乙は，本協定の終了に際し，施設の運営が遅滞なく，かつ，円滑に実施されるよう，甲

が指定する期日までに，甲又は甲が指定するものに対し，本業務の引継ぎ等を行わなければな

らない。この場合において，引継ぎ等に係る費用は，すべて乙が負担するものとする。 

２ 甲は，必要と認める場合には，本協定の終了に先立ち，乙に対して甲又は甲が指定するもの

による管理施設の視察を申し出ることができるものとする。 

３ 乙は，甲から前項の申出を受けた場合は，合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じ

なければならない。 

 

（原状回復義務） 

第39条 乙は，本協定の終了までに，指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し，甲に対

して管理物件を明け渡さなければならない。 

２ 甲は，乙が正当な理由なく前項に規定する原状に回復する義務を怠ったときは，乙に代わっ

て原状に回復するために必要な措置を講ずるものとする。この場合において，乙は，甲が講じ

た必要な措置に要した費用を負担しなければならない。 

３ 前２項の規定に関わらず，甲が必要と認める場合には，乙は，管理物件の原状回復は行わず

に，別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。 

 

（備品等の扱い） 

第40条 本協定の終了に際し，備品等については，乙は，甲又は甲が指定するものに対して引き

継がなければならない。 

 

第９章 指定期間満了以前の指定の取消し 

 

（甲による指定の取消し） 

第41条 甲は，乙が地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２第11項及

び手続条例第11条の規定により，乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，その指

定を取り消し，又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

(1) 当該施設の設置条例又は協定書の記載内容に違反したとき。 

(2) 法第244条の２第10項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して，これに応じず，又は虚

偽の報告を行い，若しくは調査を妨げたとき。 



12 

 

(3) 法第244条の２第10項の規定に基づく必要な指示に従わないとき。 

(4) 当該施設の指定管理者申請要項に定める資格要件を失ったとき。 

(5) 申込み時に提出した書類の内容に虚偽があると判明したとき。 

(6) 乙の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難になったと

判断されるとき。 

(7) 法令違反等により乙に管理業務を継続させることが社会通念上著しく不適当と判断される

とき。 

(8) 乙から指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の申出があったとき。 

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条（定義）

に掲げる暴力団又は国分寺市暴力団排除条例（平成24年条例第21号）第２条（定義）に掲げ

る暴力団員等及びそれらの利益となる活動を行う団体であることが判明したとき。 

(10)その他甲が乙による管理を継続することが適当でないと認めるとき。 

２ 前項の規定により指定を取り消し，又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命

じた場合において，乙に損害，損失及び増加費用が生じたときは，甲は，その賠償の責めを負

わない。 

３ 甲は，第１項の規定による指定の取消し，又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停 

止によって損害が生じた場合，乙にその費用を求償することができるものとする。この場合に 

おいて，乙は，甲に対し，損害賠償義務を負うものとする。 

４ 乙は, 第１項の規定により指定を取り消され, 又は期間を定めて本業務の全部若しくは一 

部の停止を命じられたときは, 甲の請求により, 指定管理費の全部又は一部を返還しなけれ 

ばならない。 

 

（乙による指定の取消しの申出） 

第42条 乙は，次の各号のいずれかに該当する場合，甲に対して指定の取消しを申し出ることが

できるものとする。 

(1) 甲が本協定内容を履行せず，又はこれらに違反したとき。 

(2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。 

(3) その他乙が必要と認めるとき。 

２ 甲は，前項の申出を受けた場合，乙との協議を経てその処置を決定するものとする。 

 

（不可抗力による指定の取消し） 

第43条 甲又は乙は，不可抗力の発生により，本業務の継続等が困難と判断した場合は，相手方

に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。 

２ 協議の結果，やむを得ないと判断された場合，甲は，指定の取消しを行うものとする。 

３ 前項における取消しによって乙に発生する損害，損失及び増加費用は，合理性が認められる

範囲で甲が負担することを原則として，甲と乙の協議により決定するものとする。 

 

（指定期間終了時の取扱い） 

第44条 第38条から第40条までの規定は，第41条から前条までの規定により本協定が終了した場
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合に，これを準用する。ただし，甲乙が合意した場合は，その限りでない。 

 

第10章 その他 

 

（監査委員による監査） 

第45条 乙は，法第199条第７項の規定に基づき，国分寺市監査委員が行う本事業に対する監査に

協力するものとする。 

 

 （自主事業の実施） 

第46条 乙は，本施設の設置目的に合致し，かつ，本業務の実施を妨げない範囲において，乙の

責任と費用により，自主事業を実施することができるものとする。 

２ 乙は，自主事業を実施する場合は，甲に対して事業計画書を提出し，事前に甲の承諾を受け

なくてはならない。その際，甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。 

３ 甲は，乙が自主事業を実施するに当たって，別途の自主事業の実施条件等を定めることがで

きるものとする。 

 

（経理の独立） 

第47条 乙は，本業務に関する経理を明らかにするため，本業務に関わる収支明細書及び収支計

算報告書等，経理に係る帳票を備え，乙の他の会計から独立した経理を行わなければならない。 

 

（請求，通知等の様式その他） 

第48条 本協定に関する甲乙間の請求，通知，申出，報告，承諾及び解除は，本協定に特別の定

めがある場合を除き，書面により行わなければならない。 

２ 本協定の履行に関して甲乙間で用いる言語は，日本語とする。 

３ 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は，本協定に特別の定めがある場合を除き，

計量法(平成４年法律第51号)の定めるところによる。 

 

（協定の変更） 

第49条 本業務に関し，本業務の前提条件若しくは内容が変更したとき又は特別な事情が生じた

ときは，甲と乙の協議の上，本協定の規定を変更することができるものとする。 

 

（解釈） 

第50条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領，通知若しくは立会いを行い，又は説明若しくは

報告を求めたことをもって，甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任

を負担するものと解釈してはならない。 

  

（疑義についての協議） 

第51条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項

については，甲と乙の協議の上，これを定めるものとする。 
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（管轄裁判所） 

第52条 本協定に関する紛争は，東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 

 

 

本協定は仮協定であり，法第244条の２第６項の規定による国分寺市議会の議決が得られない場

合は，協定は締結しないものとし，甲は一切の責任を負わないものとする。 

本協定を証するため，本書を２通作成し，甲，乙がそれぞれ記名押印の上，各１通を保有する。 

 

令和 年 月 日 

 

甲 

所在地 国分寺市戸倉一丁目６番地１ 

名 称 国分寺市 

代表者 国分寺市長                印 

 

乙（指定管理者） 

所在地  

名 称  

代表者                       印 
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別紙１ 用語の定義 

(1) 「指定開始日」とは，条例に定める指定期間の開始日のことをいう。 

(2) 「指定管理費」とは，甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。 

(3) 「仕様書」とは，国分寺市生きがいセンターさわやか指定管理者申請要項に示された本業務に

係る仕様書のことをいう。 

(4) 「自主事業」とは，第８条に規定した本業務以外の業務で，乙が自己の責任と費用において実

施する業務のことをいう。 

(5) 「不可抗力」とは，天災（地震，津波，落雷，暴風雨，洪水，異常降雨，土砂崩壊等），人災

（戦争，テロ，暴動等），法令変更その他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。

なお，施設利用者数の増減は，不可抗力に含まないものとする。 

(6) 「申請要項」とは，国分寺市生きがいセンターさわやか指定管理者申請要項のことをいう。 

(7) 「申請要項等」とは，申請要項本体，申請要項添付資料（仕様書を含む。）及びそれらに係る

質問回答のことをいう。 
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別紙２ 管理物件 

（１）管理施設 

・ 仕様書に定める施設 

（２）管理物品 

  ・次の一覧表のとおり  

   生きがいセンターさわやか 備品一覧 

  備品番号 
取得区分 

物品コード 

品名 

品質・規格 
設置場所 

１ ００５５７７９ 
購入 その他の医療 

３階 
８６０９０９ 自動体外式除細動器（AED） 

２ ００５５８０１ 
購入 調理器具 

１階 
８２０６０２ 電子レンジ ナショナル NE－９２０G 

３ ００５５８０５ 
購入 調理器具 

３階 
８２０６０２ 炊飯器 ナショナル SR-SS１８ 

４ ００５５８０６ 
購入 テレビ 

３階 
８２０２０２ プラズマテレビ パナソニック THー４２PX５００ 

５ ００５５８０７ 
購入 保管器具 

１階 
８２０６０３ 冷凍冷蔵庫 ナショナル NR－P２２T１ 

６ ００５５８０８ 
購入 調理器具 

３階 
８２０６０２ 電子レンジ 日立 MRO-AF７ 

７ ００５５８１３ 
購入 その他の映像 

３階 
８２０２０４ プロジェクター パナソニック TH-LB３０NT 

８ ００５５８１４ 
購入 スクリーン 

３階 
８４０２１５ スクリーン ホームシアター BS－８０H 

９ ００５５８３３ 
購入 その他の測定実験 

５階 
８４０１２０ 佐藤温度計 LB－１００S 

10 ００５５８３４ 
購入 その他の箱庫類 

１階 
８００４０９ 脇机（ワゴン） イトーキ CRY-046MAC 

11 ００５５８３５ 
購入 棚 

１階 
８００３０７ 展示用棚 イトーキ RKPM－F９９０５ 

12 ００５５８３６ 
購入 傘立て 

１階 
８００５０１ 傘立て オリバー OA－３８０RFA 

13 ００５５８３７ 
購入 ベンチ 

１階 
８００２１０ ベンチ イトーキ PAL-20315 

14 ００５５８３８ 
購入 ロッカー 

１階 
８００４０２ コインロッカー イトーキ HLE－８４２５ 

15 ００５５８３９ 
購入 食卓 

１階 
８００１１１ 昇降テーブル オリバー KFT-1803 
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16 ００５５８４０ 
購入 食卓 

１階 
８００１１１ 昇降テーブル オリバー KFT-1803 

17 ００５５８４１ 
購入 食卓 

１階 
８００１１１ 昇降テーブル オリバー KFT-1803 

18 ００５５８４２ 
購入 食卓 

１階 
８０１１１ 昇降テーブル オリバー KFT-1803 

19 ００５５８４３ 
購入 食卓 

１階 
８０１１１ 昇降テーブル オリバー KFT-1803 

20 ００５５８４４ 
購入 食卓 

１階 
８００１１１ 昇降テーブル オリバー KFT-1803 

21 ００５５８４５ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

22 ００５５８４６ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

23 ００５５８４７ 
購入 椅子 

１階 
８０２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

24 ００５５８４８ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

25 ００５５８４９ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

26 ００５５８５０ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

27 
 

００５５８５１ 
購入 椅子 

５階 

８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

28 ００５５８５２ 
購入 椅子 

５階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

29 ００５５８５３ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

30 ００５５８５４ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

31 ００５５８５５ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

32 ００５５８５６ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

33 ００５５８５７ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

34 ００５５８５８ 購入 椅子 １階 
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８０２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

35 ００５５８５９ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

36 ００５５８６０ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

37 ００５５８６１ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

38 ００５５８６２ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

39 ００５５８６３ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

40 ００５５８６４ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

41 ００５５８６５ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

42 ００５５８６６ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

43 ００５５８６７ 
購入 椅子 

５階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

44 ００５５８６８ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

45 ００５５８６９ 
購入 椅子 

１階 
８０２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

46 ００５５８７０ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

47 ００５５８７１ 
購入 椅子 

５階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

48 ００５５８７２ 
購入 椅子 

５階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

49 ００５５８７３ 
購入 椅子 

５階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

50 ００５５８７４ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ ロビー用椅子 イトーキ PKC-2005DT 

51 ００５５８７５ 
購入 ソファー 

５階 
８００２０９ 組み合わせソファー イトーキ LSK-１00７DG 

52 ００５５８７６ 
購入 ソファー 

５階 
８００２０９ 組み合わせソファー イトーキ LSK-１00７DG 
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53 ００５５８７７ 
購入 ソファー 

５階 
８００２０９ 組み合わせソファー イトーキ LSK-１00７DG 

54 ００５５８７８ 
購入 ソファー 

５階 
８００２０９ 組み合わせソファー イトーキ PKC-2005DT 

55 ００５５８８０ 
購入 長卓 

３階 
８００１０５ ミーティングテーブル コクヨ MT-TK166 

56 ００５５８８１ 
購入 長卓 

３階 
８００１０５ ミーティングテーブル コクヨ MT-TK166 

57 ００５５８８４ 
購入 回転椅子 

３階 
８００２０３ 事務用椅子 コクヨ CR-G630 

58 ００５５８８７ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

59 ００５５８８８ 
購入 椅子 

１階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

60 ００５５８８９ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

61 ００５５８９０ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

62 ００５５８９１ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

63 ００５５８９２ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

64 ００５５８９３ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

65 ００５５８９４ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

66 ００５５８９５ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

67 ００５５８９６ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

68 ００５５８９７ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

69 ００５５８９８ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

70 ００５５８９９ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

71 ００５５９００ 購入 椅子 ３階 
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８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

72 ００５５９０１ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

73 ００５５９０２ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

74 ００５５９０３ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

75 ００５５９０４ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

76 ００５５９０５ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

77 ００５５９０６ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

78 ００５５９０７ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

79 ００５５９０８ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

80 ００５５９０９ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

81 ００５５９１０ 
購入 椅子 

３階 
８００２０２ 肘なし椅子 イトーキ PCK-2000DT 

82 ００５５９１１ 
購入 その他の卓子類 

３階 
８００１１２ バイオテーブル イトーキ TSD-517 

83 ００５５９１２ 
購入 その他の卓子類 

３階 
８００１１２ バイオテーブル イトーキ TSD-517 

84 ００５５９１３ 
購入 その他の卓子類 

３階 
８００１１２ バイオテーブル イトーキ TSD-517 

85 ００５５９１４ 
購入 その他の卓子類 

３階 
８００１１２ バイオテーブル イトーキ TSD-517 

86 ００５５９１５ 
購入 その他の卓子類 

３階 
８００１１２ バイオテーブル イトーキ TSD-517 

87 ００５５９１６ 
購入 その他の卓子類 

３階 
８００１１２ バイオテーブル イトーキ TSD-517 

88 ００５５９１７ 
購入 ロッカー 

３階 
８００４０２ コインロッカー イトーキ HLF－９８３４SR 

89 ００５５９１８ 
購入 ロッカー 

３階 
８００４０２ コインロッカー イトーキ HLF－９８３４SR 
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90 ００５５９１９ 
購入 案内板 

３階 
８２０４０１ 案内板 コクヨ BB-R636W1W1N 

91 ００５５９２０ 
購入 ソファー 

５階 
８００２０９ ソファー イトーキ LRZ-33NBF 

92 ００５５９２１ 
購入 ソファー 

５階 
８００２０９ ソファー イトーキ LRZ-33NBF 

93 ００５５９２２ 
購入 書棚 

３階 
８００３０５ 書棚 ホウトク XS-3172 

94 ００５５９２３ 
購入 保管器具 

３階 
８２０６０３ ワゴン イトーキ LET-603 

95 ００５５９２４ 
購入 保管器具 

３階 
８２０６０３ ワゴン イトーキ LET-603 

96 ００５５９２５ 
購入 棚 

３階 
８００３０７ 倉庫棚 コクヨ MI-7325N 

97 ００５５９２６ 
購入 その他の棚台類 

３階 
８００３１０ 椅子の台車 イトーキ LCE-353 

98 ００５５９２７ 
購入 その他の棚台類 

４階 
８００３１０ 椅子の台車 イトーキ LCE-353 

99 ００５５９２８ 
購入 その他の棚台類 

３階 
８００３１０ 椅子の台車 イトーキ LCE-353 

100 ００５５９２９ 
購入 折りたたみ卓子 

３階 
８００１０８ 折りたたみテーブル オリバー MT-7400 

101 ００５５９３０ 
購入 折りたたみ卓子 

４階 
８００１０８ 折りたたみテーブル オリバー MT-7400 

102 ００５５９３１ 
購入 折りたたみ卓子 

３階 
８００１０８ 折りたたみテーブル オリバー MT-7400 

103 ００５５９３２ 
購入 折りたたみ卓子 

４階 
８００１０８ 折りたたみテーブル オリバー MT-7400 

104 ００５５９３３ 
購入 折りたたみ卓子 

４階 
８００１０８ 折りたたみテーブル オリバー MT-7400 

105 ００５５９３４ 
購入 折りたたみ卓子 

３階 
８００１０８ 折りたたみテーブル オリバー MT-7400 

106 ００５５９３５ 
購入 折りたたみ卓子 

３階 
８００１０８ 折りたたみテーブル オリバー MT-7400 

107 ００５５９３６ 
購入 折りたたみ卓子 

４階 
８００１０８ 折りたたみテーブル オリバー MT-7400 

108 ００５５９３７ 購入 折りたたみ卓子 ４階 
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８００１０８ 折りたたみテーブル オリバー MT-7400 

109 ００５５９３８ 
購入 折りたたみ卓子 

３階 
８００１０８ 折りたたみテーブル オリバー MT-7400 

110 ００５５９３９ 
購入 折りたたみ卓子 

４階 
８００１０８ 折りたたみテーブル オリバー MT-7400 

111 ０５５９４０ 
購入 折りたたみ卓子 

４階 
８００１０８ 折りたたみテーブル オリバー MT-7400 

112 ００５５９４１ 
購入 折りたたみ卓子 

３階 
８００１０８ 折りたたみテーブル オリバー MT-7400 

113 ００５５９４２ 
購入 折りたたみ卓子 

３階 
８００１０８ 折りたたみテーブル オリバー MT-7400 

114 ００５５９４３ 
購入 折りたたみ卓子 

３階 
８００１０８ 折りたたみテーブル オリバー MT-7400 

115 ００５５９４４ 
購入 折りたたみ卓子 

４階 
８００１０８ 折りたたみテーブル オリバー MT-7400 

116 ００５５９４５ 
購入 その他の卓子類 

４階 
８００１１２ 屋外用テーブル ホウトク PHA500 

117 ００５５９４６ 
購入 その他の卓子類 

３階 
８００１１２ 屋外用テーブル ホウトク PHA500 

118 ００５５９４８ 
購入 その他の卓子類 

５階 
８００１１２ 円テーブル イトーキ TRS-6C7R 

119 ００５５９４９ 
購入 ロッカー 

５階 
８００４０２ ロッカー コクヨ LK-6F1 

120 ００５５９５０ 
購入 ロッカー 

４階 
８００４０２ 更衣室用ロッカー コクヨ FLK-430 

121 ００５５９５１ 
購入 ロッカー 

４階 
８００４０２ 更衣室用ロッカー コクヨ FLK-430 

122 ００５５９５２ 
購入 ロッカー 

４階 
８００４０２ 更衣室用ロッカー コクヨ FLK-430 

123 ００５５９５３ 
購入 ロッカー 

４階 
８００４０２ 更衣室用ロッカー コクヨ FLK-430 

124 ００５５９５５ 
購入 ベンチ 

４階 
８００２１０ ベンチ椅子 イトーキ PCL-0413DF 

125 ００５６００８ 
購入 その他の棚台類 

５階 
８００３１０ 食器棚 イトーキ HAK-0318SS 

126 ００５６０６２ 
購入 囲碁 

３階 
８７０５０２ 囲碁セット ウチダ 2-350-5824E 
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127 ００５６０６３ 
購入 囲碁 

３階 
８７０５０２ 囲碁セット ウチダ 2-350-5824E 

128 ００５６０６４ 
購入 囲碁 

３階 
８７０５０２ 囲碁セット ウチダ 2-350-5824E 

129 ００５６０６５ 
購入 囲碁 

３階 
８７０５０２ 囲碁セット ウチダ 2-350-5824E 

130 ００５６０６６ 
購入 囲碁 

３階 
８７０５０２ 囲碁セット ウチダ 2-350-5824E 

131 ００５６０６７ 
購入 カウンター 

３階 
８００３０２ カウンター コクヨ SD-FRLR1612L 

132 ００５６０６８ 
購入 キャビネット  

４階 
８００４０５ キャビネット コクヨ SD-FR46 

133 ００５６０６９ 
購入 キャビネット  

１階 
８００４０５ キャビネット コクヨ SD-FR46 

134 ００５６０７０ 
購入 キャビネット  

４階 
８００４０５ キャビネット コクヨ SD-FR46 

135 ００５６０７１ 
購入 キャビネット  

１階 
８００４０５ キャビネット コクヨ SD-FR46 

136 ００５６０７２ 
購入 回転椅子 

３階 
８００２０３ 回転椅子 コクヨ CR-G631 

137 ００５６０７５ 
購入 回転椅子 

３階 
８００２０３ 回転椅子 コクヨ CR-G631 

138 ００５６０７６ 
購入 長卓 

３階 
８００１０５ テーブル オリバー MT-7400B 

139 ００５６０７７ 
購入 長卓 

３階 
８００１０５ テーブル オリバー MT-7400B 

140 ００５６０７８ 
購入 長卓 

３階 
８００１０５ テーブル オリバー MT-7400B 

141 ００５６０７９ 
購入 長卓 

３階 
８００１０５ テーブル オリバー MT-7400B 

142 ００５６０８０ 
購入 長卓 

３階 
８００１０５ テーブル オリバー MT-7400B 

143 ００５６０８１ 
購入 長卓 

４階 
８００１０５ テーブル オリバー MT-7400B 

144 ００５６０８２ 
購入 その他の椅子類 

３階 
８００２１３ 椅子の台車 イトーキ LCE-353 

145 ００５６０９１ 購入 掲示板 
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８２０４０２ 掲示板 コクヨ BB-D134J 
１階 

ELV 

146 ００５６０９２ 
購入 長卓 

３階 
８００１０５ 長机 コクヨ SST-AGS52(M) 

147 ００５６０９３ 
購入 長卓 

３階 
８００１０５ 長机 コクヨ SST-AGS５２（M） 

148 ００５６０９４ 
購入 長卓 

３階 
８００１０５ 長机 コクヨ SST-AGS５２（M） 

149 ００５６０９５ 
購入 黒板・白板 

４階 
８２０４０４ ホワイトボード イトーキ BBC-1809WW 

150 ００５６１２５ 
購入 その他の箱庫類 

３階 
８００４０９ ヨド物置 ESB-1007Y 

151 ０１２９５１８ 
購入 その他の備品 １階 

ELV ９０００００ エレベーター用防災キャビネット ナカムラ防災 エレベーターチェア 

152 ０１３０１３９ 
購入 清掃機具 

１階 
９０００００ 業務用掃除機 パナソニック ＭＣ-Ｇ4000Ｐ 

153 ０１３０３４５ 
購入 長卓 

１階 
９０００００ テーブル ジョインテックス ＹＳ-1845 

154 ０１３０３４６ 
購入 長卓 

１階 
９０００００ テーブル ジョインテックス ＹＳ-1845 

155 ０１３０３４７ 
購入 長卓 

３階 
９０００００ テーブル ジョインテックス ＹＳ-1845 

156 ０１４３１５５ 
購入 電気洗濯機 

５階 
８２０７０２ 洗濯機 IRIS OHYAMA 

157 ００３１４１１ 受入 
折りたたみテーブル 

５階 
プラス HA-615 

158 ００３１４１２ 受入 
折りたたみテーブル 

５階 
プラス HA-615 

159 ００３１４１３ 受入 
折りたたみテーブル 

５階 
プラス HA-615 

160 ００３１４１４ 受入 
折りたたみテーブル 

５階 
プラス HA-615 

161 ００３１４１５ 受入 
折りたたみテーブル 

５階 
プラス HA-615 

162 ００３１４１６ 受入 
折りたたみテーブル 

５階 
プラス HA-615 

163 ００３１４１７ 受入 
折りたたみテーブル 

５階 
プラス HA-615 
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164 ００３１４１８ 受入 
折りたたみテーブル 

５階 
プラス HA-615 

165 ００３１４１９ 受入 
折りたたみテーブル 

５階 
プラス HA-615 

166 ０１３３１８６ 受入 
スタッキングチェア専用台車 

５階 
LTS 台車 40 
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別紙３ 保険 

甲が，付保する保険 

(1)施設賠償責任保険 

(2)建物総合損害共済 
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指定管理者における個人情報の保護に関する特則事項 

 

（個人情報保護の趣旨） 

第１条  国分寺市個人情報保護条例（平成11年条例第34号。以下「個人情報保護条例」という。）

第13条の２（指定管理者の指定に伴う措置）の規定により，国分寺市から指定管理者として指

定され，その管理する公の施設の管理の業務（以下「指定管理業務」という。）を行うに当たり，

個人情報（個人情報保護条例第２条（定義）第１項に規定される情報及び当該情報が含まれて

いる情報をいう。以下同じ。）を取り扱う業務を行う場合は，当該指定管理者は，以下の条項を

遵守し，個人情報の保護に努めなければならない。 

２  指定管理者（以下「乙」という。）は，指定管理業務の履行に関し，個人情報を常に善良な管

理者の注意をもって運用し，個人情報保護条例の趣旨にのっとり個人情報の保護に関する規程

等の制定を行い，個人情報保護のための必要な措置を講ずるものとする。 

  

（個人情報の登録） 

第２条  実施機関（以下「甲」という。）は，乙の指定管理業務において取り扱う個人情報につい

て，個人情報保護条例第７条（業務の登録）に基づく業務の登録を行うものとする。 

２  乙は，指定管理者業務を行うに当たり取り扱う個人情報の項目は，前項に規定する業務登録

の範囲内とする。 

３  乙は，業務登録された個人情報（以下「登録個人情報」という｡）の取扱いについて変更の必

要が生じた場合は，甲に対し報告するものとする。 

 

（登録個人情報取扱業務に係る管理責任者及び取扱担当者） 

第３条  乙は，指定管理業務に係る登録個人情報の保護について管理責任者を選任し，甲に届け

なければならない。管理責任者を変更したときも同様とする。 

２  管理責任者は，登録個人情報を厳正に維持管理し，指定管理業務従事者の登録個人情報の取

扱いを指揮監督する。 

３  管理責任者は，登録個人情報の取扱いに関して，指定管理業務従事者のうちから担当者を指

名し，その者にのみ登録個人情報の取扱いをさせるものとする。 

  

（登録個人情報の交付・収集)  

第４条  甲は，指定管理業務において取り扱う登録個人情報を，乙に対して交付するときは，登

録個人情報の内容及び数量並びにその他必要事項（以下「内容等」という。）を記入した書面を

添付しなければならない。 

２  乙は，前項の登録個人情報の交付を受けたときは，個人情報の内容等を確認し，受領書を甲

に提出しなければならない。 

３  乙は，指定管理業務において取り扱う，個人情報の収集については，第２条第１項の規定に

より業務登録された範囲内で行うものとし，個人情報保護条例第８条（収集の制限）第１項各

号の項目を明らかにし，原則として直接本人から収集しなければならない｡ 
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（登録個人情報の維持管理） 

第５条  乙は，甲から交付され又は乙が収集した登録個人情報については，正確かつ最新の状態

に保つように努めるとともに，改ざん，滅失，き損，漏えいその他の事故（以下 「事故等」と

いう。）の防止及び保管場所の施錠，入退室管理等適正な維持管理が行われるよう必要な措置を

講じ，万全の注意を払わなければならない。 

 

（登録個人情報の返還） 

第６条  乙は，指定管理業務の指定期間が終了したとき，又は甲からの返還請求があったときは，

甲から交付された登録個人情報及び指定管理期間中に収集した登録個人情報の内容等を記載し

た書面を添え，速やかに甲に返還するものとする。 

 

（登録個人情報の廃棄） 

第７条  前条の規定にかかわらず，甲乙協議の上，乙は，登録個人情報を抹消することができる。 

２  乙は，前項の場合において，甲の指示する方法により，焼却，裁断等により登録個人情報を

抹消しなければならない。 

３  乙は，前項の規定により登録個人情報を抹消するときは，その作業内容を甲に報告しなけれ

ばならない。 

 

（登録個人情報の秘密保持） 

第８条  乙は，登録個人情報を，指定管理業務の目的以外に，使用，加工，再生，複製等その他

個人情報の事故等の危険性のある一切の行為をしてはならない。 

２  乙は，登録個人情報を，甲の承諾を得ずに，第三者に提供してはならない。なお，指定期間

終了後も同様とする。 

 

（登録個人情報の開示等） 

第９条  乙は，登録個人情報の自己情報開示，訂正，削除及び利用中止（以下「自己情報開示等」

という。）の請求がなされた場合は，個人情報保護条例の規定に基づき適正な措置を講ずるも の

とする。 

２  乙は，自己情報開示等の決定において，国分寺市指定管理者の情報の公開等に係るあっせん

に関する規程（平成18年訓令第８号）に基づき，甲からその決定について再考を促す旨の指導

を受けた場合は，これを尊重しなければならない。 

３ 乙は，毎年１回，甲に対し，指定管理業務における乙の行った自己情報開示等についての実

施状況を報告するものとする。 

 

（委託の禁止） 

第10条  登録個人情報を取り扱う業務にあっては，乙はこの協定に基づくすべての業務を自ら実

施し第三者に委託してはならない。ただし，甲が承諾したときはこの限りでない。 

２  乙は，前項の承諾を得て当該第三者に対し登録個人情報を取り扱う業務を委託するときは，

登録個人情報の保護について当該第三者に対しこの協定書を遵守させる義務を負わなければな
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らない。 

 

（苦情処理及び事故発生時における報告の義務） 

第11条  乙は，指定管理業務における登録個人情報の取扱いに関する苦情については，迅速に対

応し，その処理経過及び結果を甲に報告しなければならない。 

２  乙は，登録個人情報の取扱いに関し事故等が発生したときは，その状況等を直ちに甲に報告

し，当該事故の解決に努めなければならない。 

 

（指定管理業務における措置） 

第12条  乙は，当該指定管理業務において取り扱う登録個人情報について，管理状況，運用方法

等において実施手順書等を作成し，甲からの請求があったときは速やかにこれを提出しなけれ

ばならない。 

２  甲は，必要があるときは，甲の指定する職員を立ち会わせ，登録個人情報の管理状況，運用

方法等を調査し，又は監督し，かつ，必要な指示を行うことができるものとし，乙はこれに従

わなければならない。 

３  甲は，登録個人情報が適正に取り扱われていないと認める場合にあっては，乙の事業所等へ

の立入調査を行うとともに，必要な資料の監査及び提出を求めることができる。 

４  乙は，第10条の規定により第三者に業務の履行を委託するときは，甲が当該第三者に対し，

前項の立入調査等をすることを，認めさせなければならない。 

 

 （情報の公表及び損害賠償） 

第13条 当該指定管理業務の履行に関し，乙が登録個人情報の保護に関する義務に違反し，又は

怠ったときは，甲は，国分寺市情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴いて，その事実を公

表できるものとする。 

２ 前項の公表により，乙が社会的，経済的，精神的その他その種類，規模を問わず，いかなる

損害を被る場合であっても，甲は，一切の責を負わない。 

３ 個人情報の保護に関する義務に違反したことによる損害の賠償において，乙は，甲に対し民

法（明治29年法律第89号）第715条第１項ただし書の規定による主張をすることはできない。 

 

 （告発） 

第14条 甲は，乙の指定管理業務従事者又は従事していた者（以下「業務従事者等」という。） が

個人情報保護条例第40条（罰則）又は第41条の違反行為をしたと認めるときは，業務従事者等

を告発し，併せて，同条例第44条（両罰規定）の規定に基づき，乙に関して告発する。 
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指定管理者における情報公開に関する特則事項 

 

（情報公開の趣旨） 

第１条  国分寺市情報公開条例（平成11年条例第33号。以下「情報公開条例」という。）第21条（指

定管理者の情報公開）の規定により，国分寺市から指定管理者として指定され，その管理する

公の施設の管理の業務（以下「指定管理業務」という。）を行うにあたり，指定管理者（以下「乙」

という。）は，市民の知る権利及び市民に対する説明責任に留意し，かつ，市民に関する情報が

保護され，乱用されることのないように最大限の配慮をしなければならない。 

２  乙は，実施機関（以下「甲」という。）と連携し，指定管理業務における自己の保有する情報

の提供及び情報の公表の充実を図り，情報公開の総合的な推進に努めるものとする。 

 

（指定管理者の情報公開） 

第２条  乙は，保有する情報の公開を推進していくため，情報公開条例と同様の規定等の制定を

行うものとする。同様の規定をすでに有している場合は，この限りでない。 

２  前項に規定するもののほか，乙は，情報公開条例の趣旨に沿った情報公開のための必要な措

置を講ずるものとする。 

 

（文書の公開請求に対する決定等） 

第３条  乙の行う文書の公開請求に対する公開及び部分公開並びに非公開の決定，公開手数料及

び費用負担については，情報公開条例と同様の措置を講ずるものとする。 

２  乙は，文書の部分公開又は非公開の決定において，国分寺市指定管理者の情報の公開等に係

るあっせんに関する規程（平成18年訓令第８号）に基づき，甲から再考を促す旨の指導を受け

た場合は，これを尊重しなければならない。 

 

（実施状況の報告） 

第４条 乙は，毎年１回甲に対し，指定管理業務における乙の行った文書の公開についての実施

状況を報告しなければならない。 
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国分寺市生きがいセンターさわやか指定管理業務仕様書 
 

 国分寺市生きがいセンターさわやか指定管理業務については，国分寺市生きがいセンター設置
条例（平成18年条例第18号。以下「施設条例」という。），国分寺市生きがいセンター設置条例
施行規則（平成18年規則第20号。以下「施設規則」という。）の定めによるほか，この仕様書に
よる。 
 
１ 管理運営の基本方針 
   高齢者が日々生き生きと生活できるよう，高齢者相互の交流を促進し，高齢者の心身の維

持，向上を図るため，当該施設の管理運営に努めるものとする。 
 
 
２ 指定管理者が管理する対象施設 

(1) 名 称  国分寺市生きがいセンターさわやか 
(2) 所在地  国分寺市東元町二丁目５番17号 
(3) 面積等  １階 床面積  283.27㎡ 
       ２階 床面積   32.73㎡（共用部分のみ） 
       ３階 床面積  307.47㎡ 
       ４階 床面積  187.05㎡ 
       ５階 床面積  101.88㎡ 
(4) 構造等  地上５階，鉄筋コンクリート造 
 

３ 人員配置 
  (1) 施設全体管理要員 １人 
    業務の実施に必要な資格を有する者を午前９時から午後５時まで常に配置すること。た

だし，施設条例第６条各号に掲げる団体に施設を使用させるときは，午後９時までの範
囲内で配置すること。 

  (2) 施設全体受付員 １人 
    開館時間全体を通じて常に配置すること。 
  (3) 生きがいセンター３～５階要員 １人 
    当該箇所において午前９時から午後５時まで常に配置すること。 
    
 
４ 休館日･開館時間 

(1) 休館日は，次のとおりとする。 
① １月１日から同月３日まで及び12月29日から同月31日まで。 
② 上記の休館日以外に，指定管理者が必要があると認めるときは，市長の承認を得て，

臨時に休館日にすることができる。 
(2) 開館時間 午前９時から午後５時までとし，施設条例第６条各号に掲げる団体に施設を

使用させるときは，午後９時までとする。ただし，指定管理者が必要があると認めると
きは，市長の承認を得て，これを変更することができる。 

 
５ 指定管理者が行う業務の内容 

(1) 施設運営業務 
① １階で行う業務 

・個人利用登録申請の受付 
・個人利用登録 
・利用登録者証の発行 
・高齢者関係団体利用登録申請の受付 
・高齢者関係団体利用登録 
・高齢者関係団体利用登録証の発行 
・使用団体登録申請の受付 
・使用団体登録 
・使用団体登録証の発行 
・集会施設等使用申込みの受付 
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・団体使用申込みの受付 
・入館資格確認及び案内 
・事業参加者確認及び案内 
・さわやかプラザもとまち運営協議会の事務局業務 
・利用変更及び辞退の受付 
・利用者苦情の受付 
・自転車駐車場の管理 
・施設周辺の安全管理 
・その他１階の利用に関する指導及び管理 

② ３～５階で行う業務 
・事業参加案内，施設利用案内 
・各室利用管理 
・その他３～５階の利用に関する指導及び管理 

(2) 生きがい交流事業の企画運営業務 
指定管理者は，施設条例第３条に規定する以下の事業を企画し，実施する。実施に当た
っては，施設利用者の意見が十分反映されるよう工夫し，適切な事業の実施を図ること。 
また，次の事業の実施を妨げない範囲で，地域福祉，児童福祉及び障害者福祉に関する
事業を行うことができるものとする。 

① 高齢者の生きがい，創作及び文化活動に関する事業 
② 介護予防及び健康増進に関する事業 
③ 高齢者のレクリエーションに関する事業 
④ 高齢者の日常動作訓練その他の介護予防及び健康増進に関する事業 
⑤ 高齢者のデジタルデバイド解消に資する事業 
⑥ 高齢者関係団体の集会施設等の使用に関する事業 

(3) 施設の維持管理業務 
① 清掃業務（施設内，敷地内の清掃業務） 

利用者が，施設を快適に利用できるよう施設内，敷地内の日常清掃等を実施し，常に
施設内の美化に努めること。また，トイレのトイレットペーパー補給を行う。なお，
トイレットペーパー及びごみ袋は市が提供する。 

② 保守点検業務 
施設・設備・機械等の法令に基づく保守点検及び専門的な保守点検を行うこと。詳細
は，別添「生きがいセンターさわやか施設維持管理業務等仕様書」による。 

③ 警備業務 
施設内を定期的に巡回し，危険箇所，不審者及び不審物等の監視を行い，施設内の安
全を確保するとともに，開口部等の破損の有無を確認し，防犯，事故防止に努めるこ
と。また，利用者の迷惑になるような行為を繰り返し，再三の注意に従わない場合は，
退館させるなどの方法等で事件，事故の発生を未然に防ぐこと。また施設に設置され
ている機械による警備業務の詳細は，別添「生きがいセンターさわやか施設維持管理
業務等仕様書」による。 

④ 日常点検業務 
施設・設備等の目視点検等による日常点検を行い，その状態を確認するとともに，故
障や事故等が発見された場合は，直ちに対応措置を取るものとする。この場合，電話
等で市担当者に連絡し，その後速やかに書面で詳細を報告すること。また指定管理者
では対応が不可能の場合は，市と協議をすること。 

⑤ 修繕業務 
軽微な修繕等（１件当たり10,000円未満）については，市の承認を得て指定管理者が
実施し，費用を負担する。それ以外のものについては，指定管理者と協議の上，市が
行うものとする。 

⑥ 防火管理業務 
施設の「消防計画」に基づき，設備の点検，火気の安全確認等による防火管理を図り，
施設の安全確保に努めること。 

⑦ 廃棄物処理業務 
施設からの廃棄物を適切に処理すること。 

⑧ 備品管理業務 
市からの貸与備品については，適切な状態に保持し，管理すること。また，指定管理
期間中に貸与された備品についても同様の取扱いをすること。 

⑨ 感染症対策 
必要な消毒液等の消耗品を常備するとともに, 換気, 消毒等を定期的に行うなど, 万
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全な感染症対策を実施すること。 
(4) 事業の広報 

    指定管理者は，事業の周知を行うとともに，地域住民や近隣事業所等に対し十分な広報
を行って利用者の募集を行うものとする。 

(5) 報告業務 
業務実施日ごとに，業務日誌を作成し，各月ごとにまとめて，翌月10日までに報告書を
提出すること。 

 
６ 指定管理の期間 
   令和５年４月１日から令和10年３月31日までの５年間とする。 
 
７ 指定の取消し 
      市の指示に従わなかったとき，その他管理を継続することが適当でないと認められるとき

は，市は指定を取り消し，又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることが
できる。 
この場合において，指定の取消し，又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を

命じた場合において，指定管理者に損害・損失や増加費用が生じても，市は，その賠償の責
めを負わないものとする。 

  指定の取消し等の原因となる事由としては，以下のものとする。 
(1) 当該施設の設置条例又は協定書の記載内容に違反した場合 
(2) 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２第10項の規定

に基づく報告の要求又は調査に対して，これに応じず，又は虚偽の報告を行い，若し
くは調査を妨げた場合 

  (3) 法第244条の２第10項の規定に基づく必要な指示に従わない場合 
  (4) 当該施設の指定管理者募集要項に定める資格要件を失った場合 
  (5) 申込み時に提出した書類の内容に虚偽があると判明した場合 

(6) 指定管理者の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困
難になったと判断される場合 

(7) 法令違反等により当該指定管理者に管理業務を継続させることが社会通念上著しく不
適当と判断される場合 

(8) 指定管理者から指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の申し出があっ
た場合 

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に掲
げる暴力団又は国分寺市暴力団排除条例（平成24年条例第21号）第２条に掲げる暴力
団員等及びそれらの利益となる活動を行う団体であることが判明した場合 

  (10) その他市が当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認める場合 
 
８ 文書の管理・保存の徹底 
   指定管理者は，業務執行上作成又は受領した文書について，国分寺市文書管理規則（平成

12年規則第30号）の規定に基づき，適正に管理・保存しなければならない。また，指定管理
期間が終了したときは，当該文書等を市の指示に従い引き渡すこととする。 

 
９ 情報の公開 

指定管理者は職務において作成し，又は取得した管理･運営に関する文書等について，国
分寺市情報公開条例及び国分寺市個人情報保護条例（以下「保護条例」という。）を遵守し
公開しなければならない。 

 
10 個人情報の適正管理及び情報セキュリティの保護 
   指定管理者は，保護条例の規定による個人情報の適正管理及び情報セキュリティの保護に

必要な措置を講じなければならない。 
   また，指定管理者に係る管理業務に従事している者又は従事していた者は，その業務に関

して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に使用してはならない。 
 
11 秘密の保持 

指定管理者と指定管理者に係る管理業務に従事する者は，職務上知り得た秘密を他に漏ら
したり，自己の利益のために利用したり，不当な目的に利用してはならない。その職を退い
た後も，同様とする。 
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12 原状の回復 
   指定期間が終了したときは，速やかに当該施設及び付帯設備を原状に回復しなければなら

ない。指定を取り消され，又は管理の業務の停止を命ぜられたときも同様とする。ただし，
市長の承認を得た場合はこの限りでない。 

 
13 損害賠償義務 

指定管理者の責任に帰すべき損害が生じた場合は，指定管理者は損害賠償義務を負う。 
また，市が賠償したとき，指定管理者の責任に帰すべき場合は，市は指定管理者に費用を

求償することができる。 
 
14 苦情等の処理 
  (1) 施設利用者や近隣住民等との間に苦情などの問題が発生した場合は，指定管理者は誠意

を持って対応に努めること。指定管理者による対応が困難な場合は，その経緯を速やか
に市へ報告し協議の上対処すること。公の施設を管理していることを十分認識し，苦情
処理等に当たっては，金品等による解決を図ってはならない。 

  (2) 苦情等の事後処理については，発生から解決までの対応記録を作成し，指定管理者内で
記録を回覧して意識の統一を図ることとする。指定管理者は市へ対応記録により報告す
るものとする。 

 
15 利用者アンケート調査の実施 

(1) 指定管理者は，施設利用者の満足度を把握し，管理業務や事業等の改善と評価に活かす
ことを目的に，毎年度利用者アンケート調査を実施するものとする。 

(2) 利用者アンケート調査の内容及び実施方法・時期は，毎年度市と指定管理者において協
議し決定するものとする。 

(3) 利用者アンケートの結果については，調査実施後速やかにその内容を市に報告するもの
とする。 

 
16 事業実施状況自己評価の実施 

(1) 指定管理者は，協定書・仕様書及び事業計画書に基づき事業が遂行されているか，自己
評価を実施するものとする。 

(2) 指定管理者は，自己評価の結果を管理業務や事業等に反映するとともに，著しく低い評
価となった事項がある場合は速やかに市に報告するものとする。 

(3) 自己評価の実施結果については，事業報告書に添付して市に報告するものとする。 
 
17 業務実施に付随して指定管理者が行う事項等 

(1) 職員研修 
業務遂行のために必要な職員研修を適宜実施し，円滑な業務の運営の確保を図ること。 

(2) 管理責任の備え 
管理責任に係る保険等は，指定管理者が加入する。  

(3) 指定管理開始前の準備 
指定管理者の決定を受けた者は，円滑に業務が行えるよう，指定管理を開始する日の前
に，管理運営に係る事前準備を行うとともに，従前に管理を行う者から市の立ち会いの
もとに必要な引継ぎを受けるものとする。 

(4) 指定終了時における措置等 
指定期間の終了，指定取消し等により，指定管理者の指定が終了となる場合は，次期指
定管理者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう，業務の引継ぎを行うとともに，必
要なデータを遅滞なく提出しなければならない。 
また，市が認めるものを除き，指定が終了となるものにより，原状回復措置を行わなけ
ればならない。 

 
18 災害等緊急事態に対する対応 
  (1) 災害等緊急時の利用者の避難，誘導，安全確保等及び必要な通報についての対応計画及

びマニュアルを作成し，職員に周知を図るものとする。 
(2) 災害等緊急事態の発生時には，的確に対応するとともに，市に，速やかに状況報告をす

ること。なお，災害等緊急事態発生時にあっては，公の施設の管理者として市に協力を
行うものとする。 

 
19 指定管理に係る経費 
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(1) 指定管理の経費等 
市は，指定管理者が申請の計画で提示した業務を実施するために必要な経費額をもとに，
指定管理費，支払時期及び支払方法等を協定で定めて指定管理者に支払う。 

(2) 指定管理の対象経費 
指定管理者の対象とする経費は，次に掲げるものとする。 

① 人件費 
職員報酬，ボランティア謝礼等 

② 事務費 
  報告書類，印刷物の作成に要する経費，消耗品（事務用品，事業用品，清掃用品等），

生きがい交流事業関連経費等 
③ 通信運搬費 
   電話料，テレビ受信料，パソコン接続料，Wi-Fi通信費，郵送料等 
④ 光熱水費 
   電気料金，ガス料金，上下水道料金 
⑤ 保守点検委託料（特記仕様書にて） 
⑥ 清掃業務委託料 
⑦ その他指定管理を行うために必要とする経費，指定管理業務の引き継ぎに係る経費など。 
⑧ 施設の修繕及び整備に係る軽微な修繕（１件当たり10,000円未満）。ただし，指定管理

者の瑕疵，不法行為による修繕，損害賠償費用は除く。 
⑨ 施設に係る建物総合損害保険料，特殊建築物等定期調査委託料などは市の負担とする。 

(3) 指定管理費の管理 
指定管理者は，市から支払われた指定管理に係る経費の専用口座を設けるとともに，帳
簿を備え付け，適正に管理する。 

 
20 環境配慮 
   国分寺市グリーン購入基本方針及び国分寺市グリーン購入ガイドラインに基づき，可能な

範囲でグリーン購入に努め，環境に配慮するものとする。 
 
21 その他 

この仕様書の内容に疑義が生じた場合，定めのない事項があった場合，又はこの仕様書の
内容を変更する必要が生じた場合は，市と指定管理者が協議の上，定めるものとする。 
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国分寺市生きがいセンターさわやか施設維持管理業務仕様書 

 

【機械警備業務】 

１ 業務内容 

(1) 火災・盗難・不良行為の早期発見及び拡大防止 

施設で異常事態が発生した際には，【機械警備業務】２－(2)に規定する機動隊等と連携

し，事態の確認をするとともに拡大防止に当たること。また，その状況を関係機関に通報

すること。 

(2) 事故時における関係先への通報連絡 

異常事態が発生した際には速やかに電話又は口頭で委託者に連絡するとともに，後日書面

をもって提出すること。 

(3) 事故報告書の作成 

毎日の警備実施状況は,定められた様式により作成し，毎月１回報告すること。 

(4) 警備実施事項の報告 

警備に関して委託者との連絡調整を行うこと。 

(5) その他 

警備に関して施設利用者の安全と施設の円滑なる運営の確保を図ること。 

 

２ 警備方法 

施設の警備方法は次のとおりとする。 

(1) 機械警備時間 

開館日 原則として，午後９時～翌日午前８時 30 分。ただし，日により機械警備開始時

間が変更する場合がある。 

閉館日 24時間機械警備 

(2) 警備システム 

機械警備システムは，施設の情報を通信回線により受託者の監視センター等にて 24 時間

監視し，受託者は機動隊を備えて施設に異常事態が発生した場合に対処する。 

 

３ 機械警備の装置・機器類の保守点検 

機械警備の装置・機器類の維持管理及び保守点検は，指定管理者の負担において行うものと

する。ただし，委託者の都合によって生じた装置，機器類の変更及び移設並びに増設等が行われ

た場合はこの限りではない。 

 

４ 鍵の預託 

警備実施上に必要な鍵は，相互，厳重な取扱いと保管を行うものとする。 

 

５ 警備上の注意 

警備施設内外にある機材，書類等は，警備上必要でない限り触れてはならない。 
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６ 賠償責任 

本業務実施中に何らかの過失（債務不履行の他従業員の過失及び不法行為に関する使用者過失

責任を含む。）により生じた損害については，賠償又は補償の責を負うものとする（１事故 10

億円以内）。 

 

 

【自家用電気工作物保安業務】 

１ 業務内容 

(1) 定例的に実施する保安管理業務は，次の各号に掲げるものとする。 

① 別表「点検，測定及び試験の基準等」に基づき,電気工作物の定期的な点検，測定及び

試験を行い，省令で定める技術基準に適合しない事項があるときは，必要な指導，助言を

行うこと。 

イ 電気事故や異常の発生，発生するおそれがある場合又は点検時に発見したときは，応急

措置を指導し，事故原因の探求に協力し，再発防止について取るべき措置を指導，助言す

る。また，必要に応じて検査を行うとともに電気事業法に基づく報告の作成及び手続きの

指導を行うこと。 

ウ 電気事業法に規定する立入検査の立会いを行うこと。 

エ 電気工作物の工事，維持及び運用に関する保安規程の作成，官公署等への提出書及び図

面について，その指導及び手続きを行うこと。 

オ 電気工作物の設置又は変更の工事について，設計の審査及び竣工検査に関し必要な指導

及び助言を行うこと。 

(2) 点検の回数 

ア 月次点検   毎月１回 

イ 年次点検Ａ  毎年１回 

ウ 年次点検Ｂ  ３年１回 

 

２ 設備内容 

(1) 設備容量    175ｋＶＡ 

(2) 受電電圧       6,600 Ｖ 

(3) 業  種       高齢者複合施設 
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点検，測定及び試験の基準等 

月次点検及び年次点検 

電気工作物 点検方法 月次点検 
年次点検 

Ａ Ｂ 

受
電
設
備
（
第
二
受
電
備
以
降
を
含
む
） 

責任分界となる区分開閉

器，引込線等電線及び支

持物，ケーブル 

外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  ○※１ ○ 

区分開閉器動作試験  ○※１ ○ 

保護継電器動作試験  ○※１ ○ 

保護継電器動作特性試験   ○ 

断路器 
外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  ○※１ ○ 

遮断器及び開閉器 

外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  ○ ○ 

動作試験  ○ ○ 

内部点検  ○ ○ 

絶縁油の点検・試験   ○※３ 

電力ヒューズ 
外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  ○ ○ 

計器用変成器 
外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  ○ ○ 

変圧器 

外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  ○ ○ 

内部点検   ○ 

絶縁油の点検・試験   ○※３ 

電力用コンデンサ 
外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  ○ ○ 

避雷器 
外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  ○ ○ 

母線 
外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  ○ ○ 

その他の高圧機器 
外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  ○ ○ 

配電盤制御回路 

外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  ○ ○ 

保護継電器動作試験  ○ ○ 

保護継電器動作特性試験   ○ 

計器校正試験   ○ 
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制御回路試験  ○ ○ 

受電設備の建物・室キュ

ーピクルの金属箱 
外観点検 ○ ○ ○ 

接地装置 
外観点検 ○ ○  

接地抵抗測定  ○※２ ○ 

配 
 

電 
 

設 
 

備 

配電線路（架空電線，支

持物ケーブル） 

外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  〇 〇 

断路器，遮断機，開閉

器，変圧器，計器用変成

器 

電力用コンデンサその他

高圧機器 

外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  ○ ○ 

内部点検   ○ 

絶縁油の点検・試験   ○※３ 

接地装置 
外観点検 ○ ○ ○ 

接地抵抗測定  ○※２ ○ 

非 

常 

用 

予 

備 

発 

電 

装 
置 

原動機 

付属装置 

外観点検 ○ ○ ○ 

始動試験  ○ ○ 

機関保護継電器動作試験  ○ ○ 

発電機 

励磁装置 

接地装置 

外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  ○ ○ 

接地抵抗測定  ○※２ ○ 

遮断器 

開閉器 

配電盤 

制御装置等 

外観点検 ○ ○ ○ 

保護継電器動作試験  ○ ○ 

保護継電器動作特性試験   ○ 

制御装置試験  ○ ○ 

開閉器及びその他の電気機器 その他は受電設備に準ずる 

蓄 

電 

池 

設 

備 

本体 

外観点検 ○ ○ ○ 

液量点検 ○ ○ ○ 

電圧・比重測定  ○ ○ 

液温測定  ○ ○ 

充電装置 

付属装置 

接地装置 

外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  ○ ○ 

接地抵抗測定  ○※２ ○ 

電
気
使
用
場
所
の
設
備 

電動機類，電熱装置，電

気溶接機，照明装置，配

線，配線器具，その他の

機器，接地装置 

外観点検 ○ ○ ○ 

絶縁抵抗測定  ○ ○ 

接地抵抗測定  ○※２ ○ 

漏洩電流測定 ○ ○ ○ 
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 (1) 「外観点検」とは，主として目視により点検することをいう。 

(2) ※１を付した項目は，停電範囲により実施しないことがある。 

(3) ※２を付した項目は，過去の実績によりその一部又は全部を省略することがある。 

(4) ※３を付した項目は，ＰＣＢ混入のおそれがある場合は試験を省略することがある。 

(5) 「漏洩電流測定」は，高圧受配電設備の変圧器のＢ種接地工事の接地線において測定する。 

(6) 変圧器の二次側以降の低圧電路（電気使用場所の設置を含む。）と大地間との絶縁抵抗測

定は，漏洩電流測定記録により代えることがある。 

 

 

【エレベーター保守点検業務】 

１ エレベーター内容 

製造会社：日本エレベーター製造株式会社 

品名形式：MLB-PF20（1,300kg） 

速  度：MLB-PF20-2SR-45-QFS-5F 

付加機能：地震時/火災時/停電時管制運転装置・音声合成装置・車いす仕様 

台  数：１台 

 

２ 契約形態  

ＰＯＧ契約（修繕費用を含まないもの） 

 

３ 業務内容  

建築基準法第８条（維持保全）及び「昇降機の適切な維持管理に関する指針」（平成28年２月

９日国土交通省公表）に基づく定期的な保守を行う。また，建築基準法第12条（報告，点検等）

第４項に基づく定期点検を行い，常に安全かつ良好な運転状態を維持するよう次の事項を実施

する。 

(1) 点検・調整 

①定期的に技術員を派遣し，点検・給油・調整を行い，点検報告書を提出し，機器の性能維持 

に必要な，部品交換・修理または取替え等の改善案を提案する。（技術員とは，保守・点検の 

社内資格を有し，本エレベーターと同型又は類似のエレベーターの保守・点検実績を有し，本 

件業務の現場において担当する者をいう。） 

②有資格者により建築基準法第12条第４項に基づく定期点検を行うまた,点検終了時には，か 

ご内に掲示している点検表に月日を記入すること。 

(2）範囲 

点検，調整，修理等の範囲は国土交通大臣官房官庁営繕部監修「最新版建築保全業務共通仕様 

書」の７.２.２～７.２.８記載のとおりとする。 

(3)実施回数  

保守点検 月１回 

建築基準法第12条第４項に基づく定期点検 年1回 
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(4)作業時間 

定期点検・保守点検は，保守受託者の就業時間（通常業務日の通常勤務時間）内に行い，作業

時間中は，運転を休止する。 

(5)緊急時の対応 

①故障・事故に際して，可能な限り速やかに適切な処置を講じること。この結果については,

作業報告書を提出し，担当課に口頭にて説明のこと。 

②故障・災害等によりエレベーターに閉じ込め又は機能停止が生じた場合は，可能な限り速や 

かに適切な処置を講じるよう努める。 

 

４ 提出書類 

(1)業務計画表（年度当初）      1部 

(2)保守点検報告書（毎月 任意様式） 1部 

(3)建築基準法第12条第４項による定期点検報告書（年1回） ２部 

1面：市配布の様式１による 

2面以降：建築基準法施行細則第36号の４様式による。以下，検査結果表および写真表を添

付する。 

(4)着手届・完了届 請求毎各1部 

 

５ 委託料 

委託料には，保守点検料，定期検査代行料，監視機器の設置公衆回線使用料及び点検作業に必 

要な機器，消耗品代を含むものとする。 

 

６ 賠償責任 

保守業務を実施中，国分寺市又は施設利用者の身体上あるいは，財物上の損害を生じせしめ，

これが保守受託業者の責に期すべき事由による場合は賠償の責を任ずるものとする。 

 

７ その他 

(1)受託者は常に業務の全般にわたり担当職員と連絡および調整を行い，施設業務に支障が

生じないように調整すること。 

(2)委託業務を遂行するに当たり，業務のすべてを特定の事業者に再委託することは禁止す

る。 

(3)契約の履行に関して発生した損害については，市は責任を負わないものする。 

(4)部品交換の際には，メーカー指定のもの又はＪＩＳ規格適合のメーカー同等品以上のも

のを使用すること。 

(5)業務報告書は保守・点検終了後速やかに担当職員に提出し，口頭にて説明すること。 

(6)委託業務に当たって発生した報告書等の成果物は，国分寺市の帰属とする。 

(7)本契約の履行にあたって軽油を燃料とする自動車を使用する場合は，「都民の健康と安

全を確保する環境に関する条例」（平成12年東京都条例第215号）の規定に適合する自動車

とすること。なお，適合確認のため証明証を求められた場合は，速やかに提出する。 
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(8)本仕様に定めのない事項については，双方協議の上で定めるものとする。 

 

 

【消防設備保守点検業務】 

１ 業務内容 

消防法第 17 条の３の３及び消防法施行規則第 31 条の６に基づき，次の業務を年各１回実施す

る。 

(1) 自動火災報知器設備保守点検 

(2) 消火栓設備保守点検 

(3) 非常放送設備保守点検 

(4) 防火扉設備保守点検 

(5) 非常設備保守点検 

(6) 誘導灯設備保守点検 

(7) 消火（消火器）設備保守点検 

(8) 外観，機能点検及び総合点検   

 

２ 設備概要 

差動式スポット型感知器 43 

定温式スポット型感知器 14 

充電式スポット型感知器 16 

ガス漏検知器 ２ 

消火器 11 

誘導灯 26 

自動開閉装置 ７ 

非常業務兼用アンプ １ 

スピーカー 46 

 

３ その他 

消防設備保守点検業務の受託者は，関係機関への届出の必要があるときは，その手続き一切を

行うものとする。 

 

 

【自動ドア保守点検業務】 

１ 業務内容 

(1) 保守点検回数は年４回とし，定められた点検箇所を点検すること。 

(2) 異常等を発見した場合は，速やかに報告するとともに，修理等に立ち会うこと。  

(3) 異常等により要請があった場合は，速やかに点検し，対処すること。 

(4) 点検・異常時を問わず，点検・整備等を行った場合は，点検報告書を作成すること。 
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(5) 関係機関に対する調査書類の作成等をすること。 

 

２ 修繕等の範囲 

 修繕等の有償・無償の範囲は次のとおりとする。 

  (1) 無償修繕等 

  ①点検整備・調整清掃 

  ②消耗部品類（吊車コロ・はずれ止め・ベルト類・※下部振れ止め・油脂類その他）の交換 

   ※作業工賃は有料 

(2) 有償修繕等 次に掲げる部品に係る修繕 

  ア モーターユニット 

  イ 制御器 

  ウ 電気錠 

  エ 上部レール 

  オ パニック用部品 

  カ その他特注部品等 

３ 機種及び台数 

製造会社：扶桑電機工業株式会社 

品名形式：DC-4 

台  数：２台 

 

 

【ガスヒートポンプ保守点検業務】 

１ 業務内容 

冷暖房機の性能及び機能を保つために施設に設置されているガスヒートポンプ（ＧＨＰ）室外

機の点検・整備及び故障修理を行う。ただし，室外機の熱交換器ファン，室内機のファン・フィ

ルター等に対する洗浄・清掃は含まない。 

(1) 点検・整備について 

① 点検・整備は年に１回以上の点検及び調整・部品交換を行う。 

② 点検結果については，報告書を作成すること。 

(2) 故障修理について 

契約対象の設備機器に故障が発生した場合，すみやかに点検を行う。修繕が必要な場合は，

点検報告を市へ提出し，市の指示を仰ぐものとする。 

 

２ 対象施設 

・ＴＧＭＰ450Ｂ２Ｎ ３台 

・ＴＧＭＰ560Ｂ２Ｎ １台 
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【フロン排出抑制法に基づく簡易点検・定期点検業務】 

 

１  業務内容   

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）法第 16 条から

第 26 条までの規程に基づき，同法第２条第３項に規定する第一種特定製品について，簡易点検

及び専門知識を有する者による定期点検を行い，その結果を記録し，市に報告書を提出する。

また，フロン類の漏えいが見つかった際，直ちに市に報告し，修理等が必要な場合には，現場

写真および点検結果概要に改善方法を明記し，市担当者に口頭で説明すること。 

 

２ 点検基準  

簡易点検及び定期点検は，「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロ 

ン排出抑制法)第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き」に基づき行うこと。 

 

３ 提 出 物 ①点検整備記録簿，簡易点検簿，定期点検結果報告書 各２部 

       ②上記電子データ（CD-R PDF形式） １式 

 

４ 実施時期 ・定期点検：毎年９月末日までに報告書を提出 

・簡易点検３ヶ月に１回以上 

 

５．機器概要         

 

機器 1  

機器名称 ガスヒーポン 

機器メーカー アイシン 

型番 ＴＧＭＰ450Ｂ2Ｎ 

設置場所 ３Ｆ屋上 

設置年月日 2005年 11月 28日 

定格出力 12.1kw 

フロンの種類 Ｒ407Ｃ 

充填量 27.2kg 

 

機器 2 
 

機器名称 ガスヒーポン 

機器メーカー アイシン 

型番 ＴＧＭＰ450Ｂ2Ｎ 

設置場所 ３Ｆ屋上 

設置年月日 2005年 11月 28日 

定格出力 12.1kw以上 
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フロンの種類 Ｒ407Ｃ 

充填量 25.5kg 

 

機器 3 
 

機器名称 ガスヒーポン 

機器メーカー アイシン 

型番 ＴＧＭＰ450Ｂ2Ｎ 

設置場所 ３Ｆ屋上 

設置年月日 2005年 11月 28日 

定格出力 12.1kw以上 

フロンの種類 Ｒ407Ｃ 

充填量 28.0kg 

 

機器 4 
 

機器名称 ガスヒーポン 

機器メーカー アイシン 

型番 ＴＧＭＰ560Ｂ2Ｎ 

設置場所 ３Ｆ屋上 

設置年月日 2005年 11月 28日 

定格出力 15kw 

フロンの種類 Ｒ407Ｃ 

充填量 29．6kg 

 


